
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021（令和３）年３月 

那 覇 市 
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策定の目的 

那覇市ではこれまで、都市交通の課題に対して「那覇市交通基本計画（以下、交通基本計画）」

及び「那覇市総合交通戦略（以下、第一期総合交通戦略）」に基づき、各施策に取り組んできま

した。 

国により、“コンパクトシティ＋ネットワーク”形成の方針が示され、徒歩や自転車、公共交

通の役割がより一層求められている中、本市では、公共交通を骨格とした都市構造への転換を

図るための「立地適正化計画」、公共交通ネットワークの構築を図るための「地域公共交通網形

成計画」等を策定し、クルマから公共交通機関等への利用転換に向けて取り組んでいます。 

「第二期那覇市総合交通戦略（以下、第二期総合交通戦略）」では、引き続き交通基本計画に

基づき、施策を着実に実施していくための短中期的な取り組みを取りまとめます。また、これ

までの施策の進捗状況や新たな動向を踏まえ、具体的な施策や、施策を効率的かつ効果的に展

開するための施策パッケージ、地域別のカルテ、実施スケジュールや評価指標等を示し、将来

像の実現に向けて、次のステージへの移行を目指します。 

 

目標年次 

第二期総合交通戦略は、交通基本計画の後半期にあたる 2021（令和 3）年度からの 10 年

間を計画期間とし、目標年次を「2030（令和 12）年度」とします。 

 

対象区域 

対象区域は那覇市全域とします 
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計画の位置づけ 

 

第二期総合交通戦略の位置づけは下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【関連計画】 

・立地適正化計画 

・環境基本計画 

・観光基本計画 

・ﾄﾗﾝｼﾞｯﾄﾓｰﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ 

等 

【国】 

・道路政策ビジョン 

・自転車活用推進計画 

等 

【交通関連計画】 

那覇市交通基本計画 

（2014 年度改定） 

第二期那覇市総合交通戦略

（2020 年度） 

【広域】 

・那覇市・浦添市・宜

野湾市・沖縄市・北

中城村地域公共交

通総合連携計画 

【関連調査】 

・LRT 導入可能性

調査（ 2016～

2018 年度） 

等 

那覇市地域公共交

通網形成計画

（2019 年度） 

那覇市都市計画マスタープラン 

那覇市総合計画 

【沖縄県】 

・沖縄 21世紀ﾋﾞｼﾞｮﾝ 

・那覇広域都市計画 

・沖縄県総合交通体系

基本計画 

・TDM 施策推進ｱｸｼｮﾝ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 等 

那覇市自転車ネッ

トワーク計画

（2019 年度改定） 

「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Debelopment Goals）」との関係 

総合交通戦略に取り組むことで、SDGｓの 17 の目標のうち、目標３、目標 11、目標 13の達

成に寄与します。 

目標３ すべての人に健康と福祉を 

目標 11 住み続けられるまちづくりを 

目標 13 気候変動に具体的な対策を 
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第二期総合交通戦略の計画期間である、交通基本計画におけるステージ③・④

の 10 年間において取り組む、交通基本計画の「４つの施策の方向」に基づく具

体的な施策と、限られた財源および期間の中で、施策実施のより高い効果を得る

ため、効率的かつ効果的に施策を組み合わせた「施策パッケージ」等を第二期総

合交通戦略に位置付けます。 

 

 

 

交通基本計画における将来像実現のための４つのステージ設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画期間 20年） 

ステージ③ 

（R3年度～R7年度） 

「人中心のまちづくり 

への転換」 

ステージ④ 

（R8年度～R12年度） 

「誰もが移動しやすい 

まちの実現」 

【第二期総合交通戦略】 
（今後 5～10年間（ステージ③・④）に優先的に取り組む戦略的な施策展開の計画） 

ハード・ソフト 

による施策 

パッケージ 

評価指標 
役割分担・ 

推進体制 

施策の実施 

スケジュール 

ステージ① 

（Ｈ23年度～27年度） 

「みらいへつながる 

土台づくり」 

ステージ② 

（Ｈ28年度～R2年度） 

「みんなで交通環境を 

整備する」 

第一期総合交通戦略のステージ 第二期総合交通戦略のステージ 
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「交通に対する意識改革」では、これまでカーフリーデーイベントや小学生向けの MM（モ

ビリティマネジメント）に取り組んできました。 

「モデル性の高い基幹的公共交通の導入」では疑似ルートで路線バスが運行され、バス専用

レーン等の拡充においては導入に向けた検討が行われてきました。 

   

ステージ①
（Ｈ23年度～Ｈ27年度）

ステージ②
（Ｈ28年度～Ｒ２年度）

・カーフリーデー
　等による啓発活
　動の継続・拡充

・カーフリーデーの
　本格実施

・毎年9月16日～22日の間
　に国際通りトランジット
　モールの開催にあわせた
　意識啓発イベント（カー
　フリーデー）の実施
・市内転入者へ公共交通
　ハンドブック配布

・毎年9月16日～22日の
　間に国際通りトラン
　ジットモールの開催に
　あわせた意識啓発イベ
　ント（カーフリー
　デー）の実施
・市内転入者へ公共交通
　ハンドブック配布

達成

・小中学校におけ
　る交通まちづく
　りをテーマとし
　た啓発活動

・市内全校での実施
（市内の幼稚園36、
　小学校36、中学校17）

・H25年度、H26年度に石嶺
　小学校で出前講座を実施
・H27年度より小学校３･４
　年生用の社会科の副読本
　で、通学時のクルマでの
　送迎自粛を呼び掛け

・H27年度より、小学校
　３･４年生用の社会科
　の副読本で、通学時の
　車の送迎自粛を呼び
　掛け
・H30年度に作成した小
　学校５年生を対象とし
　たＭＭ動画を各小学校
　へ配布し活用を呼び
　掛け

一部達成

・モデル性の高い
　基幹的公共交通
　の導入

・計画延長の整備率100％

・モデ交疑似ルートで実証
　実験の実施
　（H25.4.15～H25.8.18）
・実証実験路線を路線バス
　として運行開始
　（那覇バス４番線）

・実証実験路線を路線
　バスとして運行（那覇
　バス４番線）
・H27～H29年度LRT導入
　可能性調査
・R元年度地域公共交通
　網形成計画策定

一部達成

・交通結節点整備
・３箇所
（天久、寄宮、真玉橋）

・H25年度にパーク＆ライ
　ド型の交通結節点
　（天久、寄宮、真玉橋）
　基礎調査を実施し、平面
　レイアウトやイメージ
　パースを作成

― 未達成

・国際通りトラン
　ジットモールの
　拡充

・平日への拡大
・毎週日曜日の12時～18時
　にトランジットモールを
　実施

・毎週日曜日の12時～18
　時にトランジットモー
　ルを実施
・H29年度にトランジッ
　トモールのビジョン
　を策定
・国際通りの魅力創出
　への検討

未達成

・バス専用レー
　ン、優先レーン
　の拡充

・拡充の延長
　約５㎞

・与儀-寄宮区間における
　バスレーンの導入効果や
　影響などの整理

・寄宮～与儀区間のバス
　レーン導入に向けた
　関係機関との調整

未達成

・バス停留所上屋
　の整備

・整備率100％
（全63基）

・24基設置
・８基設置（予定）
　累計32基

一部達成
（51％）

・バスロケーショ
　ンシステム整備

・整備率100％
・H25年度にバスナビ沖縄
　運用開始

・バスナビ沖縄運用中 達成

・パーク＆ライド
　の整備

・３箇所
（那覇インター付近、
　安里付近、開南付近）

・首里崎山駐車場（142
台）
・さいおんスクエア駐車場
　（90台）

・沖縄県樋川立体駐車場
　（311台）

達成

３
バス利用環境
の向上・充実

達成状況

１
交通に対する
意識改革

２
モデル性の高
い基幹的公共
交通の導入

施策
パッケージ

対応する
戦略の施策

評価指標

主な内容
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「バス利用環境の向上・充実」では、バス停上屋の整備に取り組むとともに、バスロケーシ

ョンシステム（バスナビ沖縄）が運用されるなど、利用環境の整備が進んでいます。 

「モノレール利用環境の向上・充実」では、モノレール延長整備が完了し、それに伴う駅前

広場整備も進んでいます。 

「タクシー」や「自動二輪車」の利用環境向上については、タクシー乗り場や駐輪場の整備

が進み、利用者の利便性が向上しています。 

「徒歩・自転車利用環境の向上・充実」では、一部で自転車レーンが設置されるとともに歩

道整備が進み、併せて緑陰形成や駐輪場確保に取り組むことで利用環境向上を図っています。 

「体系的な道路網の整備」については一部達成となっており、引き続き取り組んでいく必要

があります。 

 

  

ステージ①
（Ｈ23年度～Ｈ27年度）

ステージ②
（Ｈ28年度～Ｒ２年度）

・モノレール延長
　計画との連携

・モノレールの延長整備
・H23年度に延長区間で運
輸
　事業特許を取得

・R1.10月浦添延長区間
　運行開始

達成

・モノレール駅前
　広場整備

・１箇所（石嶺駅）
・H23年度に都市計画決
定、
　事業認可を取得

・石嶺駅交通広場（東）
　供用開始
・石嶺駅交通広場（西）
　供用予定

達成

５
タクシー利用
環境の向上・
充実

・タクシー乗り場
　の適正な設置

・那覇中央地域・その他
　で５箇所程度設置

・県庁前駅交通広場乗降場
・美栄橋駅下乗降場

・那覇バスターミナル
　乗降場
・石嶺駅交通広場（東）
　タクシー乗降場及び
　タクシープール
・石嶺駅交通広場（西）
　タクシー乗降場
　（予定）

達成

６
自動二輪車利
用環境の向
上・充実

・自動二輪車駐輪
　場の確保

・自動二輪車約1,300台
・公共施設：212台
・設置届出が義務付けられ
　ている路外駐車場：99台

・公共施設：累計 245台
・設置届出が義務付けら
　れている路外駐車場
　：累計135台

一部達成
（35％）

・自転車ゾーン
　の整備

・２～３地区 ―

・田原11号
・小禄金城1号の一部
（予定）
・詳細設計（小禄金城
　1,3号、天久安里線、
　牧志中央線、前島南
　線、久茂地16号）

一部達成
（１地区）

・自転車駐輪場
　の確保

・自転車約700台 ―
モノレール駅下：
交通広場（878台）

達成

・緑陰形成
　（道路の植栽）

・中高木約1,800本
道路植栽（中高木1,214
本）

道路植栽
（中高木累計1,490本）

一部達成

・歩道の整備 ・整備延長約20㎞ 累計21㎞ 達成

８
体系的な道路
網の整備

・幹線道路の整備
・補助幹線道路
　の整備

・石嶺線（1.6km）
・真和志線（0.9km）
・城東城北線（1.6km）
・松山線の一部（0.3km）
・石嶺福祉センター線
　（1.3km）
・牧志壺屋線（0.4km）
・小禄赤嶺線（0.5km）
など

【完了路線】
H27年度：石嶺福祉セン
ター線

【着手路線】
H24年度：真和志線
　　　　 石嶺駅前線
H25年度：城東城北線

【完了路線】
H28年度：松山線（一
部）
H29年度：牧志壺屋線
R2年度：小禄赤嶺線
　　　　（予定）

【着手路線】
H29年度：一銀線
H31年度：古波蔵上線

一部達成

達成状況

４
モノレール利
用環境の向
上・充実

７
徒歩・自転車
利用環境の向
上・充実

施策
パッケージ

対応する
戦略の施策

評価指標

主な内容
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交通基本計画に定めた目標と目標値の中間値を下表にとりまとめました。 

「①市民の交通環境についての満足度」、「③公共交通利用者数及び那覇市民 1 人あたりの

週間公共交通利用回数」、「④道路の緑化量」は目標値に向けて推移しています。 

一方、「⑥運輸部門 CO2排出量」は交通基本計画策定時よりも増加しており、削減の目標と

は逆に推移しています。CO2 排出量が増加したのは、自動車の 1 台当たりの CO2 排出量が

減った一方、保有台数が増加していることが一因として考えられ、目標達成に向け、これまで

以上に交通に対する意識改革や公共交通の利便性向上など、クルマから公共交通への転換を促

していく必要があります。 

また、「②歩行者交通量及び自転車交通量」については、2010 年以降の道路交通センサス

では調査項目に含まれていないことから、代替となる指標について検討していく必要がありま

す。 

幹線道路整備や市内ボトルネック交差点の改良に取り組んでいますが、年々、自動車保有台

数とレンタカー車両台数に増加が見られることなどから、「⑤車の走行速度」の改善は見られ

ていません。 

 

  目 標 現状値 中間値 目標値（2030年） 

① 
市民の交通環境につい

ての満足度 

14.4％ 34.4％ 50.0％以上 

(2008年） 
2018年市民意識調査 

市の政策に対する満足度 
  

② 

歩行者交通量 

市内の道路（県道以上）の主要

観測点における歩行者交通量 

（2005年） 

2010年以降の道路交通セ

ンサスでは調査項目に含

まれず、代替指標の検討

が必要。 

現状より増 

自転車交通量 

市内の道路（県道以上）の主要

観測点における自転車交通量 

（2005年） 

現状より増 

③ 

公共交通利用者数 
1,894万人/年 2,410万人/年 3,788万人/年 

（2006年） 2019年度実績   

那覇市民一人あたりの 

週間公共交通利用回数 

1.2回/週 1.6回/週 2.3回/週 

（2006年） 2019年度実績   

④ 道路の緑化量 
37.40ha 

（2005年） 

38.77ha 

（2020年） 

植栽本数より算出 

61.15ha 

  

⑤ 車の走行速度 

14km/h 10.8km/h 20km/h以上 

（2005年） 
2015年道路 

交通センサス 
  

⑥ 運輸部門 CO2排出量 

400千ｔ-CO2/年 414千ｔ-CO2/年 247千ｔ-CO2/年 

（2000年） 

（2017年） 

那覇市地球温暖化対策実行

計画（R2.2） 

基準年（2000年）から 

38％減 
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① クルマに頼り過ぎない暮らしの推進 
 啓発活動の継続・拡充によるスマートムーブの推進 

公共交通ハンドブックの活用や出前講座等による公共交通・自転

車・徒歩による通勤・通学の推進 

暮らしを支える交通に関するシンポジウム等の実施 

時差出勤やフレックスタイム等の実施による移動時間の分散 

小中学校における交通まちづくりをテーマとした啓発活動 

②かしこいクルマの使い方の推進 
 相乗り通勤・通学の推進 

パーク＆ライド、サイクル＆ライド等の利用促進 

自動車ドライバーのモラル向上のための啓発活動 

自動二輪車運転者のモラル向上のための啓発活動 

カーシェアリングの推進 

ロードプライシングの導入や完全規制等の検討 

③環境に配慮したクルマの使い方の推進 

 エコカーの導入 

エコドライブ等環境に配慮したクルマの使い方の推進 

 

（施策パッケージ区分の考え方） 

●各交通モードと「交通に対する意識改

革」、「体系的な道路網の整備」について、

９つの施策パッケージを設定します。 

 

 

 

 

 

 都市交通の課題に適切に対応し、目指すべき将来像を実現するためには、

関係者が共通の目標のもとに連携・協働し、ハード・ソフト施策を総合的に

組み合わせて推進する取り組みが必要です。 

そのため、交通基本計画の４つの施策の方針に基づく具体的な施策の中か

ら効果的・効率的に組み合わせる施策を選択し、「施策パッケージ」として

位置付けることにより戦略的に取り組んでいくこととします。 

 

（交通基本計画 ４つの施策の方向） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）交通に対する意識改革 

用語解説 

※：カーシェアリング 

1 台の自動車を複数名が共同

で利用する自動車の新しい利

用形態 

用語解説 

※：スマートムーブ(smart move) 

“「移動」を「エコ」に”をテー

マに、エコで賢い移動手段を選

択し、CO2 排出量の少ない「移

動」を推奨する取り組み。 

啓発活動 

目標達成のための施策

基本理念

なはの自然・文化が息づく交通まちづくり
～人中心のまちづくりをめざして～

上位・関連計画／那覇市交通の課題

・LRTなどの基幹的公共交通の導入

・バス利用環境の向上・充実

・モノレール利用環境の向上・充実

・タクシー利用環境の向上・充実

・公共交通の連携施策

公共交通利用環境の向上・充実

・徒歩・自転車利用環境の向上・充実

・自動二輪車利用環境の向上・充実

・観光客の移動手段の向上・充実

・高齢者等交通弱者の移動手段の

向上・充実

多様な移動手段の利用環境の

向上・充実

・幹線道路・環状道路の整備

・補助幹線道路の整備

・生活道路の整備

・交差点の改良整備

体系的な道路網の整備

・クルマに頼り過ぎない暮らしの推進

・道路空間の再配分

・自動車交通の抑制

交通に対する意識改革

基本目標

『誰もが移動しやすいまちをつくる』

（１）交通に対する意識改革 

（２）LRTなどの基幹的公共交通 

（３）バス 

（４）モノレール 

（５）タクシー 

（６）自動二輪車 

（７）自転車 

（８）徒歩 

（９）体系的な道路網の整備 
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①「誰もが移動しやすいまち」を支える交通ネットワーク 
 LRT などの基幹的公共交通の導入 

路線バスネットワークの再編 

フィーダーとなる移動手段の提供 

（コミュニティバスやデマンド交通による運行） 

協議会等による定期的な意見交換の実施 

②観光都市の暮らしを支える新たな交通サービスの創出 
 誰もが分かりやすい地域公共交通の案内等の提供 

那覇港と市中心部を結ぶ移動手段の検討 

観光目的に対応したバス運行の検討 

③まちづくりへ寄与する公共交通の実現 
 交通結節点の整備等による乗継快適性・利便性の向上 

おでかけ支援策の充実（公共交通利用者への特典付与） 

④広域的な公共交通ネットワークの連携 

 広域を担うバス路線の維持に向けた連携 

周辺自治体との意見交換等の実施 

 

（２）LRT などの基幹的公共交通の導入 

交通結節点（おもろまち駅） 

用語解説 

※:フィーダー交通 

LRT やモノレール、路線バ

スなどの主要な公共交通手段

や交通結節点までのアクセス

を担う支線（フィーダー）交通。 

 

 

 

①誰にでも利用しやすい環境整備 
 違法駐車の排除 

誰もが快適なバス停留所上屋の整備 

主要なバス停留所への発着案内板の設置 

誰もがわかりやすいバス網の構築 

バリアフリー化による高齢者などの交通弱者への対応 

（停留所のバリアフリー化、ノンステップバスの導入） 

バス専用・優先レーン等走行環境の改善 

（バスレーンの継続、PTPS の導入） 

障がい者や高齢者等への理解を深めるため、乗客及び乗務員等の交通モラ

ル・マナーの向上と心のバリアフリーに関する啓発及び社員研修の実施 

バスマップの配布やサイトによる公共交通等利便性向上に資する

情報発信 

誰もがわかりやすい案内サイン等の情報提供・サービスの充実 

②アクセス環境の改善による利用圏域の拡大 

 バス停留所までのアクセス道路の整備・改善 

（バリアフリー、緑陰形成等） 

観光バスの乗降場所と待機場所の適正配置及び利用促進 

③人や環境に配慮した施策 

 アイドリングストップ等環境に配慮したクルマの使い方の推進 

電気バス等環境にやさしい車両の積極的な導入 

 

（３）バス利用環境の向上・充実 

公共交通ハンドブック 

バス停留所上屋の整備 

バス専用レーン 

LRT 
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①利便性の向上 
 自動車駐車場での自動二輪車への駐車配分の促進 

道路空間を活用した駐輪場の整備 

公共・民間施設等における駐車場の整備・確保 

②意識啓発 
 違法駐車の排除 

電気自動二輪車等環境にやさしい車両の積極的な導入 

 

（６）自動二輪車利用環境の向上・充実 

 

 

 

①誰にでも利用しやすい環境整備 
 タクシー乗り場の適正配置 

障がい者や高齢者等への理解を深めるため、乗客及び乗務員等の

交通モラル・マナーの向上と心のバリアフリーに関する啓発及び

社員研修の実施 

②人や環境に配慮した施策 
 電気自動車等環境にやさしい車両の積極的な導入 

エコドライブ等環境に配慮したクルマの使い方の推進 

 

（５）タクシー利用環境の向上・充実 

 

 

 

①誰にでも利用しやすい環境整備 

 障がい者や高齢者等への理解を深めるため、乗客及び乗務員等の交通モラル・マナーの向上

と心のバリアフリーに関する啓発及び社員研修の実施 

誰もがわかりやすい案内サイン等の情報提供・サービスの充実 

②アクセス環境の改善による利用圏域の拡大 
 駅までのアクセス道路の整備・改善（バリアフリー、緑陰形成等） 

③乗客数の増加に対応するための輸送力増強 
 モノレール車両の 3 両編成化 

 

（４）モノレール利用環境の向上・充実 

タクシー乗り場 

道路空間を活用した自動二輪駐輪場 
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①安心・安全・快適な自転車利用環境の整備（移動） 

 歩行者と自転車が安全に通行できる自転車通行空間の整備の推

進 

②自転車と公共交通機関などとの結節（繋ぐ） 
 交通結節点や公共施設、商業施設等における駐輪環境の充実 

③自転車利用の促進（活かす） 
 自転車を活用した日常生活や観光行動支援の充実 

④自転車利用のルール遵守・マナー向上（守る） 

 ルールの周知による自転車利用者及び自動車ドライバーのモラ

ル向上 

 

（７）自転車利用環境の向上・充実 

自転車通行空間 

シェアサイクル 

 

 

 

①歩きたくなる”ウォーカブル”な空間の整備 

 誰もが安全で快適な歩道の整備及び緑陰の形成 

②徒歩による移動の促進 

 日傘積極的利用の推進 

誰もが歩きたくなる”ウォーカブル”な道路空間の創出 

（沿道修景「木や花の植栽」、「オープンカフェ等」） 

③中心市街地における居心地が良く歩きたくなる 

”ウォーカブル”な空間の創出 

 フリンジパーキングの整備・活用 

国際通りトランジットモールの拡充 

国際通り背後の地域の活動を支える道路等の整備 

 

（８）徒歩による移動環境の向上・充実 

歩行空間の緑陰形成 

 

 

 

①渋滞緩和や通過交通を排除するための道路整備 

 幹線道路・環状道路の整備促進（沖縄西海岸道路（小禄道路、那

覇北道路）、那覇インターアクセス道路等） 

市内ボトルネック交差点の改良整備 

②まちづくりと連動した道路整備 
 新たな公共交通システム（基幹バス等）に伴う国道 329 号（国

道 507 号）の空間再配分 

補助幹線道路の整備（真和志線、城東城北線等） 

地域の活動を支える生活道路の整備 

③円滑な交通の処理 
 道路案内標識等の情報提供・サービスの充実 

 

（９）体系的な道路網の整備 

用語解説 

※：ボトルネック交差点 

「瓶の首のように細く詰まりやすい」という意味に由来しており、交通全

体の中で渋滞の原因となっている交差点。（具体的には、赤信号時間が相対的

に長い交差点や幅員減少・車線減少により渋滞を起こす交差点など） 

幹線道路 

生活道路 
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まちづくりを交通から支えていくためには、各地域に合った施策展開を示し、進めていくことが

重要です。 

また、目標を達成するためには、交通に対する市民の意識改革が重要課題となり、地域の交通ま

ちづくりを市民全体で意識していくことが重要です。 

「地域別のカルテ」では、「那覇市都市計画マスタープラン」に基づく、９つの地域において、各

地域のまちづくりや交通に関する特性に応じ、５～１０年以内で重点的に実施する施策を整理して

います。 

概要版には、地域の将来像と、以下より戦略の方針及び主要施策を記載します。 
 

≪地域別のカルテで整理する項目≫ 

①まちおよび交通に関する特徴と戦略の方針 

・地域の特性       ・交通の特性      ・戦略の方針 

地域ごとに異なる位置的特性・地形の状況・まちの機能等の「地域の特性」や、地域

における特徴的な交通流動や道路整備状況、モノレール駅等の交通施設の立地状況等の

「交通特性」について整理します。 

また、これらのまちおよび交通に関する特徴を踏まえ、まちづくりを支える地域の交

通を“戦略的”に整備していく考え方を「戦略の方針」として整理します。 

 

 

②主要施策 

地域の実情やさらなる魅力向上に向けた戦略の方針に基づき、優先的および重点的に

取り組む施策を「主要施策」として抽出・特記し、地域ごとの交通まちづくりの特徴を

明確にします。また、施策展開図を示します。 

 

 

 

 

 

 

  

①那覇新港周辺 

②那覇北 ③首里北 

④首里 

地域区分 

⑦那覇西 

⑨那覇空港周辺 

⑧小禄 

⑥那覇中央 

⑤真和志 
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①那覇新港周辺地域 

①地域の将来像  

新港ふ頭の周辺は、国際的な物流機能の形成に向けて、港湾機能を活かした流通関係の産業集積と新たな

大型旅客船バース（第２クルーズバース）を中心とした魅力的なゲート空間の創出を図ります。 

また、小学校区を中心としたコミュニティづくりにより、一体感のある暮らしのエリアの安全安心で快適な生活環

境の形成を進めます。市の中心部や隣接する那覇新都心地区などの市街地と、緑あふれる天久の台地や魅力的

な水辺の空間を有機的に結びながら、活気のあるウォーターフロントのまちづくりを推進します。 

②戦略の方針 

西海岸の主要な拠点を連結し、都市構造を形成する重要な路線である西海岸道路等を着実に整備し、交通の

円滑化を図る。また、それにより、補助幹線道路や住宅地内への通過交通を排除し、住宅地内における安全安心

で快適な生活道路の整備と人中心の交通体系およびまちづくりを実現する。 

バス路線が少なく、公共交通の利便性向上が求められていることから、第２クルーズバース整備に伴い、沖縄の

玄関口としての整備及び中心市街地や交通結節点への交通手段の確保を図る。 

③主要施策 

（２）①「誰もが移動しやすいまち」を支える交通ネットワーク 

・路線バスネットワークの再編 

・フィーダーとなる移動手段の提供 

（コミュニティバスやデマンド交通による運行） 

（２）②観光都市の暮らしを支える新たな交通サービスの創出 

・那覇港と市中心部を結ぶ移動手段の検討 

（９）①渋滞緩和や通過交通を排除するための道路整備 

・幹線道路・環状道路の整備促進（那覇北道路） 

・市内ボトルネック交差点の改良整備 

（９）②まちづくりと連動した道路整備 

・地域の活動を支える生活道路の整備 

 

  

主な施策展開図 
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②那覇北地域 

①地域の将来像  

おもろまち駅周辺の商業機能、業務機能、文化芸術機能、レクリエーション機能などの多様な都市機能の集

積を活かし、副次拠点としての機能強化を図ります。モノレールを中心とした公共交通の利便性の向上と歩行空

間の魅力向上により、地域の様々な場所や施設間を快適に移動できる回遊性のあるまちづくりを推進します。ま

た、副次拠点や周辺エリアでは、緑豊かなゆとりある居住環境の形成を図り、戸建て住宅から高層住宅まで多様

な住居タイプが選択できる職住遊のバランスの取れた利便性の高いまちづくりを進めます。 

②戦略の方針 

市域内流動の骨格を成し、まちづくりへも寄与する LRTなどの基幹的公共交通を導入する。 

また、LRT の停留所やモノレール駅等の交通結節点を中心として、クルマ利用に依存しない公共交通・歩行

者・自転車利用環境を整備するとともに、それらの整備と連動したまちづくりを実現する。 

③主要施策 

（２）①「誰もが移動しやすいまち」を支える交通ネットワーク 

・路線バスネットワークの再編 

（２）③まちづくりへ寄与する公共交通の実現 

・交通結節点の整備等による乗継快適性・利便性の向上 

３）①誰にでも利用しやすい環境整備 

・誰もが快適なバス停留所上屋の整備 

・主要なバス停留所への発着案内板の設置 

（７）①安心・安全・快適な自転車利用環境の整備（移動） 

・歩行者と自転車が安全に通行できる自転車通行空間

の整備の推進 

（７）②自転車と公共交通機関などとの結節（繋ぐ） 

・交通結節点や公共施設、商業施設等における駐輪環

境の充実 

 
主な施策展開図 
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③首里北地域 

①地域の将来像  

末吉の森などの地域に残る貴重な緑地や水辺を保全し、末吉宮や伊江御殿別邸庭園などの歴史・文化遺産の

保全・活用を図ります。モノレールを中心とした公共交通の利便性の向上や地域内をネットワークする生活道路の

整備、地域の憩いやコミュニティの核となる公園の整備を進めます。また、駅周辺での地域拠点の形成や歩行者・

自転車の利用環境の整備を進めることで、身近な生活環境の向上を図り、豊かなみどりに歴史と暮らしが溶け込

んだ良好な住宅地の形成を進めます。 

②戦略の方針 

モノレール駅を中心に福祉施設や周辺地域への公共交通によるアクセス性の向上を図るとともに、駅周辺まちづ

くりと連動して地域をネットワークする生活道路の整備を進める。 

また、住宅地内における歩行環境・自転車利用環境等の整備により、安全安心で快適な交通環境を創出する。 

③主要施策 

（３）②、（４）②アクセス環境の改善による利用圏域の拡大 

・バス停留所までのアクセス道路の整備・改善 

（バリアフリー、緑陰形成等） 

・駅までのアクセス道路の整備・改善 

（バリアフリー、緑陰形成等） 

（７）①安心・安全・快適な自転車利用環境の整備（移動） 

・歩行者と自転車が安全に通行できる自転車通行空間の

整備の推進 

（７）②自転車と公共交通機関などとの結節（繋ぐ） 

・交通結節点や公共施設、商業施設等における駐輪環境の

充実 

（８）①歩きたくなる”ウォーカブル”な空間の整備 

・誰もが安全で快適な歩道の整備及び緑陰の形成 

（９）②まちづくりと連動した道路整備 

・補助幹線道路の整備（城東城北線、石嶺福祉センター線） 

 

 

 

主な施策展開図 
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④首里地域 

①地域の将来像  

首里城を中心とした地域に残る文化財や御嶽、樋川などの数多くの歴史・文化遺産、地形や水系などの自然

環境の保全・活用を図ります。また、首里城の城下町として歴史的な環境に配慮した景観形成を進めるとともに、

琉球泡盛や紅型などの琉球王国時代から受け継がれてきた伝統産業などを、まちづくりの視点から育成する環境

整備を図ります。首里らしい趣と落ち着きのある住環境の形成を図るとともに、観光拠点のにぎわいを地域全体へ

誘導することで、回遊性のある魅力的な歴史と文化の薫る首里のまちづくりを進めます。 

②戦略の方針 

地域と連携し、交通の面からまちの魅力を支えるための施策を戦略的に展開していく。 

龍潭通りにおける快適な歩行空間・自転車走行空間の創出と、スージグヮーの魅力を活かした回遊性・利便性が

高まる周遊ネットワークを整備する。 

これらの実現に向け、一方通行の導入やフリンジパーキング等の整備、面的速度規制やゾーン内への自動車交

通の抑制など、段階的な自動車交通の抑制を図る。また、龍潭通りにおいては安全安心で快適な歩行者・自転車

通行空間を創出し、那覇インターアクセス道路や他の幹線道路へ龍潭通りの通過交通を誘導する。 

また、コミュニティバスやシャトルバス等の公共交通を充実させ、多様な移動手段を選択できる環境を整える。 

③主要施策 

（１）②かしこいクルマの使い方の推進 

・ロードプライシングの導入や完全規制等の検討 

（２）①「誰もが移動しやすいまち」を支える交通ネットワーク 

・フィーダーとなる移動手段の提供 

（コミュニティバスやデマンド交通による運行） 

（２）③まちづくりへ寄与する公共交通の実現 

・交通結節点の整備等による乗継快適性・利便性の向上 

（３）②アクセス環境の改善による利用圏域の拡大 

・観光バスの乗降場所と待機場所の適正配置及び利用

促進 

（７）②自転車と公共交通機関などとの結節（繋ぐ） 

・交通結節点や公共施設、商業施設等における駐輪環境の充実 

（７）③自転車利用の推進（活かす) 

・自転車を活用した日常生活や観光行動支援の充実 

（８）②徒歩による移動の促進 

・誰もが歩きたくなる”ウォーカブル”な道路空間の創出 

（沿道修景「木や花の植栽」、「オープンカフェ等」） 

（９）①渋滞緩和や通過交通を排除するための道路整備 

・幹線道路・環状道路の整備促進（那覇インターアクセス道路） 

 

 

 

 

 

主な施策展開図 
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⑤真和志地域 

①地域の将来像  

公共交通の利便性の向上や新しい公共交通システムの導入を推進するとともに、歩行者・自転車の利用環境

の整備を進めます。識名公園や漫湖公園などの貴重な緑や水辺、花木など、自然環境の保全と活用により、憩い

とうるおいの空間形成を図ります。また、識名園の歴史を核とした歴史・文化遺産を活かしたまちづくりを進めま

す。新しい公共交通と連携した身近な生活サービス施設が集積・充実する地域拠点の形成を図り、魅力的な沿道

の土地利用を推進することにより、中心拠点から連続する快適で緑豊かな住宅地の形成を進めます。 

②戦略の方針 

LRTなどの基幹的公共交通の導入を核とした歩行環境や公共交通・自転車利用環境を整備するとともに、公

共交通不便地域での公共交通利用環境を改善する。LRTなどの基幹的公共交通の東西軸及び南北軸が交差

する寄宮地域においては、交通結節点としての機能整備を図る。 

広域幹線道路の整備による地区内の道路空間の再配分を行う。 

地域内幹線道路や補助幹線道路の整備を促進し、住区形成による生活利便性の向上や生活道路における安

全で快適な歩行者空間を確保する。 

③主要施策 

（２）①「誰もが移動しやすいまち」を支える交通ネットワーク 

・LRTなどの基幹的公共交通の導入 

・路線バスネットワークの再編 

・フィーダーとなる移動手段の提供 

（コミュニティバスやデマンド交通による運行） 

（２）③まちづくりへ寄与する公共交通の実現 

・交通結節点の整備等による乗継快適性・利便性の向上 

（３）①誰にでも利用しやすい環境整備 

・主要なバス停留所への発着案内板の設置 

（７）①安心・安全・快適な自転車利用環境の整備（移動） 

・歩行者と自転車が安全に通行できる自転車通行空間の整備

の推進 

（８）①歩きたくなる”ウォーカブル”な移動空間の整備 

・誰もが安全で快適な歩道の整備及び緑陰の形成 

（９）②まちづくりと連動した道路整備 

・新たな公共交通システム（基幹バス等）に伴う国道 329号（国

道 507 号）の空間再配分 

・補助幹線道路の整備（真和志中央線、真和志線、ひめゆり三

原線、ひめゆり三原線の延伸道路） 

 
主な施策展開図 
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⑥那覇中央地域 

①地域の将来像  

多様な都市機能が集積する複合的な土地利用を図り、中心拠点としての機能強化を進めるとともに、様々な移

動手段の利用環境の向上・充実や快適な歩行空間の創出を図ることで、歩きたくなるまちづくりを推進します。ま

た、利便性の高い居心地の良いエリアづくりとあわせた住宅の中高層化の誘導により、快適な都市型住宅の形成

とまちなか居住を進めます。国際通りからマチグヮーへと広がる沖縄独特の雰囲気を活かした回遊性のある観光・

商業地の形成を進め、「出会い」「ふれあい」「にぎわい」のあるまちの形成を進めます。 

②戦略の方針 

「中心市街地活性化基本計画」を踏まえ、交通の面からまちの活性化（魅力向上）を支えるための施策を戦略 

的に展開していく。 

また、当地域は一部がバリアフリー基本構想において重点整備地区に設定されている。 

歩行者優先ゾーンを設け、自動車交通の抑制と徒歩・自転車・公共交通での移動を促し、地元客や観光客が

快適に歩ける歩行空間を確保する。 

LRTなどの基幹的公共交通の導入と併せ、中心市街地の活性化に向けた国際通りトランジットモールの拡充や

地域の活動を支えるための生活道路の整備等、まちづくりと連動した交通環境整備を行うことにより、那覇市のシ

ンボルとなる“人中心の賑わいあるまちづくり”を実現する。 

広域的な公共交通となる新たな公共交通システムの導入を促進する。 

③主要施策 

（１）②かしこいクルマの使い方の推進 

・ロードプライシングの導入や完全規制等の検討 

（２）①「誰もが移動しやすいまち」を支える交通ネットワーク 

・LRTなどの基幹的公共交通の導入 

（５）①誰にでも利用しやすい環境整備 

・タクシー乗り場の適正配置 

（６）①利便性の向上（自動二輪車利用環境の向上・充実） 

・道路空間を活用した駐輪場の整備 

（７）①安心・安全・快適な自転車利用環境の整備（移動） 

・歩行者と自転車が安全に通行できる自転車通行空間

の整備の推進 

（７）②自転車と公共交通機関などとの結節（繋ぐ） 

・交通結節点や公共施設、商業施設等における駐輪環境の充実 

（７）③自転車利用の促進（活かす） 

・自転車を活用した日常生活や観光行動支援の充実 

（８）③中心市街地における居心地が良く歩きたくなる“ウォーカブ

ル”な空間の創出 

・フリンジパーキングの整備・活用 

・国際通りトランジットモールの拡充 

・国際通り背後の地域の活動を支える道路等の整備 

（９）②まちづくりと連動した道路整備 

・地域の活動を支える生活道路の整備 

 主な施策展開図 
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⑦那覇西地域 

①地域の将来像  

うみそら公園や波の上ビーチ、離島・観光航路や大型旅客船バースなどの特徴的な海辺の空間と機能を活か

した、憩いと交流のまちづくりを推進します。海浜部までの快適で魅力的な歩行空間の創出や公共交通の利便性

の向上を図り、中心部に隣接する立地条件を活かした多彩な都市機能が集積・充実する都市型リゾート地区の形

成を推進します。また、海に親しめる安全安心でゆとりある住宅地の形成を図ります。かつての港町の歴史を今に

伝える地域の歴史・文化遺産を活かした、潮騒が聞こえ・歴史が薫るまちづくりを進めます。 

②戦略の方針 

ウォーターフロントを活かした西海岸道路（那覇北道路）の整備と、海浜部への快適なアクセス道路や公共交通

を整備する。 

また、それらと連動して安全・安心で快適な歩行環境・自転車利用環境の整備を行う。 

③主要施策 

（２）②観光都市の暮らしを支える新たな交通サービスの創出 

・那覇港と市中心部を結ぶ移動手段の検討 

（９）①渋滞緩和や通過交通を排除するための道路整備 

・幹線道路・環状道路の整備促進 

（沖縄西海岸道路（那覇北道路）） 

 
主な施策展開図 
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⑧小禄地域 

①地域の将来像  

モノレール駅を中心とした公共交通の利便性の向上や歩行者・自転車の利用環境の整備を図り、生活サービ

ス施設の集積・充実した地域拠点の形成を進めます。スポーツやイベントが開催される奥武山公園や身近な緑や

レクリエーションの拠点である公園は、憩いや安らぎの空間としての利用環境の向上を促進します。また、中心部・

空港・南部地域へ近接している立地の特性を活かした利便性の高い住宅地づくりを進め、良好な景観の形成や

緑化の推進などによる、成熟したうるおいと憩いの住環境の形成を進めます。 

②戦略の方針 

モノレール駅を中心に、“人中心のまち”へ向けて歩行環境や公共交通・自転車利用環境を整備するとともに、

それらの整備と連動したまちづくりを実現する。また、住宅地内における歩行環境・自転車利用環境等の整備によ

り、安心・安全・快適な交通環境を創出する。 

③主要施策 

（２）①「誰もが移動しやすいまち」を支える交通ネットワーク 

・フィーダーとなる移動手段の提供 

（コミュニティバスやデマンド交通による運行） 

（２）③まちづくりへ寄与する公共交通の実現 

・交通結節点の整備等による乗継快適性・利便性の向上 

（７）①安心・安全・快適な自転車利用環境の整備（移動） 

・歩行者と自転車が安全に通行できる自転車通行空間の整備

の推進 

７）②自転車と公共交通機関などとの結節（繋ぐ） 

・交通結節点や公共施設、商業施設等における駐輪環境の充実 

 

 
主な施策展開図 
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⑨那覇空港周辺地域 

①地域の将来像  

空港、港湾地区と隣接する地域の特性を活用し、物流・流通機能の強化や商業・観光・情報機能の集積する地

区の形成を促進します。また、本市・沖縄県の空の玄関口として、魅力的なゲート空間の形成や南国を感じる植栽

などによる景観形成を進めます。 

②戦略の方針 

沖縄県の空の玄関口としてふさわしいアクセス性の確保に向けて、空港周辺の交通の中心となる道路の整備

と、モノレール等の公共交通の利便性を向上させるための交通結節点の整備を行う。 

③主要施策 

（９）①渋滞緩和や通過交通を排除するための道路整備 

・幹線道路・環状道路の整備促進（小禄道路） 

 

  

主な施策展開図 
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第二期総合交通戦略の着実な推進については、前述した施策パッケージによる取り組みを進

めることで、各ステージの目標である「人中心のまちづくりへの転換」と「誰もが移動しやすい

まちの実現」の達成を目指す。 

これらの達成度を計るための評価指標として、下表に示す項目を設定し、施策の達成状況を定

期的にチェックしながら、適正に評価・検証・見直しを図っていく。 

 

施策パッケージ 

評価指標とする戦略の施策 

○：第一期計画から引き続き実施 

■：第二期計画で新たに位置づけ 

評価指標の目標値等 

ステージ③～④ 

（R３年度～R12年度） 

(1)交通に対する意

識改革 

■啓発活動の継続・拡充によるスマ

ートムーブの推進 

啓発イベントの実施 

年１回 

○小中学校における交通まちづくり

をテーマとした啓発活動 

小学校 36校 

中学校 17校 

(2)LRTなどの基幹的

公共交通の導入 

■LRTなどの基幹的公共交通の導入 
許認可等法定手続き・ 

設計 

〇交通結節点の整備 

（旭橋、上之屋、おもろまち、寄宮、

真玉橋、真地） 

６箇所 

(3)バス利用環境の

向上・充実 
○快適なバス停留所上屋の整備 

整備率 100％ 

（31箇所） 

(4)モノレール利用

環境の向上・充実 

■駅までのアクセス道路の整備・改

善（バリアフリー、緑陰形成等） 

久茂地９号（0.4km） 

城東城北線（0.4km） 

(5)タクシー利用環

境の向上・充実 
○タクシー乗り場の適正な設置 要望に応じて検討・整備 

(6)自動二輪車利用

環境の向上・充実 
○自動二輪車駐輪場の確保 約 920台 

(7)自転車利用環境

の向上・充実 

■自転車ネットワーク計画に基づく

自転車通行空間の整備 
15.3ｋｍ 

(8)徒歩による移動

環境の向上・充実 
○緑陰形成（道路の植栽） 中高木約 310本 

(9)体系的な道路網

の整備 
○補助幹線道路の整備 

石嶺線  （1.6㎞） 

真和志線 （0.5km） 

城東城北線（0.4km） 

一銀線  （0.3km） 

古波蔵上線（0.4km） 
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Plan

計画

Do

執行

Check

評価

Action

改善

 

 

本計画を着実に推進していくために、以下のような進め方・体制で取り組んでいきます。 

 

①効率的な執行 

限られた財源の中で、既存ストックを有効活用しながら選択と集中による重点的な投資を行

うことで、効率的に施策を推進します。 

②推進体制の構築と関係者の連携・協働 

 

 

 

 

 

 

 

③今後の展開と計画内容の評価・検証・見直しの実施 

交通基本計画の計画期間である 20 年間を 5 年ごとの 4 ステージに区切り、以下のような

各段階における到達目標を設けながら、最終的な目標である「誰もが移動しやすいまち」に向

けて段階的に施策を展開しています。 

なお、市民の視点に立った目的・成果志向型の施策推進、わかりやすく透明性の高い交通政

策の運営・管理の推進に向けて、また、社会情勢や沖縄県・中南部都市圏・近隣市町村等の広

域的な交通の状況変化に適応していくために、P（Plan：計画）、D（Do：執行）、C（Check：

評価）、A（Action：改善）の一連のモニタリング体制で随時、評価・検証を行い、必要に応じ

て計画内容の見直しを図っていきます。 

また、本計画に位置づけられている施策以外にも、「那覇市都市交通協議会」における協議・

検討の中で、将来像を実現する上で実施の必要性が確認された施策についても取り組んでいく

こととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連携・協働 

≪モニタリング体制（PDCAサイクル）≫ ≪目標達成までの展開≫ 

各施策を推進する上での体制を構築し、関係者

が連携・協働することで、お互いの長所を活かし

た取組みを実施していきます。 

○定期的に会議を開催                     

・達成状況の確認 

・情報交換 

○お互いの長所を活かした取組みの実施      

市 民 

国・県・市 

交通管理者 

各種団体 

交通事業者 

ステージ① 「みらいへつながる土台づくり」 

～計画づくり・実証実験の実施による土台づくり～ 

ステージ③ 「人中心のまちづくりへの転換」 
～クルマ中心から人中心への本格的な転換と 

骨格になる交通ネットワークの構築～ 

ステージ② 「みんなで交通環境を整備する」 

～計画に沿った公共交通の整備と交通施設の整備、 

利用しやすいバス路線を整備する～ 

ステージ④ 「誰もが移動しやすい 

まちの実現」 

～将来交通ネットワークの構築～ 

目標実現 

2016～2020 年度 

2011～2015 年度 

2021～2025 年度 

2026～2030 年度 

≪問い合わせ先≫ 

那覇市 都市みらい部 都市計画課 
TEL 098-951-3246（直通） 

第
二
期 

第
一
期 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【誰もが移動しやすいまちを目指して】 

日差しを遮る緑を配置して、 

歩きたくなる道路空間を創出します 

停留所には上屋やベンチ等 

を設置し、利用者の利便性 

・快適性を確保します 

歩道 自転車道 車道 歩道 

駐輪場を整備し、 

モノレールや 

バスなどの公共 

交通の利用環境 

を整えます 

バス停留所 

歩道や自転車道を設け、安全で快適な 

徒歩・自転車走行空間をかくほします 

歩道や停留所、車両等のバリアフリー化 

によって子供からお年寄りまで、誰もが 

支障なく利用できる環境をつくります 

ＬＲＴ 


